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基
本
は
建
物
損
壊
を
防
ぐ
こ
と

　

地
震
で
起
こ
る
財
産
被
害
の
う

ち
、
も
っ
と
も
大
き
い
も
の
は
、

建
物
の
損
壊
で
す
。

　

建
物
の
損
壊
か
ら
火
災
が
発
生

し
、
隣
家
へ
燃
え
移
り
災
害
が
広

が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

建
物
の
損
壊
を
防
止
す
る
こ
と

は
、
建
物
だ
け
で
な
く
、
建
物
内

の
人
や
家
財
を
守
る
点
か
ら
も
、

と
て
も
重
要
で
す
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
昭
和
56

年
以
降
建
築
基
準
法
の
新
耐
震
基

準
が
施
行
。
こ
れ
以
降
に
建
設
さ

れ
る
建
築
物
は
、
こ
の
基
準
を
満

た
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り

ま
し
た
。

新
耐
震
基
準
の
あ
ら
ま
し

住
宅
の
耐
震
化

　

市
の
固
定
資
産
税
デ
ー
タ
と
国

内
の
耐
震
診
断
の
実
施
傾
向
を
基

に
、
耐
震
性
の
あ
る
住
宅
の
割
合

を
計
算
し
た
結
果
が
次
の
と
お
り

で
す
。

　

グ
ラ
フ
の
と
お
り
、
耐
震
性
の

な
い
住
宅
が
実
に
46
％
。
半
数
近

く
の
住
宅
が
耐
震
性
が
な
い
と
算

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
あ
な
た
の
家
は
？

　

基
本
的
に
昭
和
57
年
以
降
に
建

て
ら
れ
た
家
は
、
耐
震
性
が
あ
る
、

と
判
断
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
一

方
で
、
そ
れ
以
前
に
建
て
ら
れ
た

家
は
、
耐
震
性
に
欠
け
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
耐
震
性
が
あ
る
か

な
い
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま

す
の
で
、
一
度
耐
震
の
診
断
を
受

け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
市
で
は
、
耐
震
診
断
に
対

し
て
補
助
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
も
優
遇
措

置
が
あ
り
ま
す
。

　
耐
震
化
で
優
遇
さ
れ
る
税
金

所
得
税
の
特
例
措
置

　

平
成
25
年
12
月
31
日
ま
で
に
、

旧
耐
震
基
準
で
建
築
さ
れ
た
既
存

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た

場
合
、
そ
の
耐
震
改
修
工
事
費
と

標
準
的
な
工
事
相
当
額
の
う
ち
、

少
な
い
額
の
10
％
相
当
額
（
限
度

額
20
万
円
）
が
所
得
税
か
ら
控
除

で
き
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

　

耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、

一
定
期
間
、
工
事
を
行
っ
た
住
宅

の
固
定
資
産
税
を
１
２
０
平
方
メ

ー
ト
ル
相
当
分
ま
で
、
２
分
の
１

に
減
額
し
ま
す
。

※

要
件
な
ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
地
震
保
険
の
役
割

　

耐
震
補
強
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
で
１
０
０
％
大
丈
夫
な
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
震
保
険
な

ど
と
組
み
合
わ
せ
て
、
万
一
に
備

え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

地
震
保
険
料
に
対
し
て
も
、
税

の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
地
震
保
険
料
控
除
と
し
て
、

５
万
円
ま
で
の
支
払
い
金
額
の
全

額
が
対
象
で
す
。

※

た
だ
し
、
旧
長
期
損
害
保
険
料

の
控
除
が
あ
る
場
合
の
控
除
額

は
、
両
方
を
合
計
し
て
５
万
円

ま
で
と
な
り
ま
す
。

お 

税
務
課

☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
２
３

地
震
保
険
と
は
？

　

地
震
保
険
と
は
、
火
災
保
険

に
付
帯
し
て
加
入
す
る
保
険
で

す
。
地
震
に
よ
る
火
災
で
は
、

火
災
保
険
の
み
の
加
入
で
は
、

保
険
金
が
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
地
震
保
険
の
加
入
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
地
震
保
険
は
、
火

災
保
険
の
契
約
金
額
の
50
％
以

上
は
加
入
で
き
な
い
た
め
、
全

壊
し
た
場
合
で
も
保
険
金
だ
け

で
元
の
住
ま
い
を
建
て
直
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

あ
く
ま
で
「
再
建
の
た
め
の

当
座
資
金
を
補
う
た
め
の
保
険
」、

と
考
え
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

地
震
保
険
の
詳
細
は
、
現
在

加
入
し
て
い
る
火
災
保
険
の
担

当
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

市
の
公
共
施
設
は
大
丈
夫
？

　

市
の
公
共
施
設
の
う
ち
、
学
校

施
設
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
調

査
が
終
了
し
、｠

耐
震
診
断
に
よ
り

補
強
が
必
要
な
施
設
の
工
事
を
順

次
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

市
役
所
や
公
民
館
な
ど
の
施
設

の
耐
震
化
も
急
務
で
す
が
、
莫
大

な
経
費
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
計
画
的
に
進
め
て
い
き
ま

す
。22

年
度
ま
で
の
事
業
費

　

約
４
億
８
千
万
円

※

対
象
学
校
の
耐
震
診
断
、
実

施
設
計
、
中
学
校
８
校
の
耐

震
補
強
工
事
な
ど

23
年
度
以
降
の
事
業
費
見
込
み

　

約
16
億
円

市内中学校の耐震化

南島原市への影響が大きいと考えられる
地震が発生した場合の各地点ごとの建物に生

じる被害の程度を「建物全壊率」として表現し
たもの。

今回は、雲仙地溝南縁東部断層と西部断層が連動した
震度は６強～６弱の地震を想定して予測されています。

出典：南島原市耐震改修促進計画

耐震危険度マップとは？

特集　揺れる！その前に。

財守
産る
を

南島原市
耐震危険度
マップ

南島原市
耐震危険度
マップ

南島原市
耐震危険度
マップ

●耐震診断
　申し出により、市が契約する建築
士事務所協会の診断士が、訪問し調
査します。
・診断費用（個人負担金）
　１５，０００円　
※総費用４５，０００円のうち、３０，
０００円は市の直接支払い。

●耐震改修
　｢危険｣と判定された住宅の耐震改
修工事に対し、３０万円を上限に、
工事費の２分の１を補助します。た
だし、改修工事を依頼できる事業者は、
次のいずれかとします。
①建設業の許可を受けている島原半
島内の業者

②建築士が施工管理を行う場合の、
島原半島内の業者

●対象となる住宅
・昭和５６年５月３１日以前の旧耐
震基準で建設された３階建て以下
の木造住宅

・申請者本人（税金の未納がない人）
が所有し、居住する住宅

お 都市計画課 ☎050(3381)5067

耐震診断、改修工事を
助成します

耐震性あり

耐震化率 54%

耐震性なし

昭和57年以降
6,582棟　44%

昭和56年以前（耐震改修済）275棟  ２%

平成21年における住宅耐震化率の現状

昭和56年以前（耐震性あり）1,214棟　８%

昭和56年以前
（耐震性に劣る）
6,983棟　46%

耐震補強工事前

耐震補強工事後


